
資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象

2653 個⼈住⺠税 11 住⺠税申告書

整理番号 通知番号 宛名番号は市役所の業務にお
いて個⼈を横断的に特定可能
な番号であってかつ各業務で
個⼈情報とも直接結びついて
おり、本⼈希望による変更も
できない。このため外部には
表示できない。
問い合わせ用の個⼈特定番号
は通知番号（またはそれに類
するもの）を表示していただ
きたい。 要検討 ○

宛名番号を印字するのか、ご意見のよう
な通知番号（整理番号等）を印字するの
か団体側で選択できるような機能とする
ことで対応可能か（個別の項目として追
加する必要性はない理解でよいか）を確
認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
個別の項目として追加する必要性はない認識です。
【D市回答】
問題なし
【E市回答】
現行システムは、宛名番号を印字している。宛名番号か通知番号かどちらを印字するか団体側で選択できるなら問題ない。
【F市回答】
可能（外部へ送付する帳票について、全体的に左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、宛名番号を印字するのか、ご意見のような通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能であると考えます。
【I市回答】
対応可能であり、選択可能としたい。他のＷＴにも展開する必要があると思われる。
【J市回答】
当市では、住⺠税申告書には整理番号（宛名番号の前に0を組み合わせたもの）を印字している。
確認事項記載のとおり、各団体の意向に応じて、宛名番号を印字するか、通知番号を印字するかを選択できるような機能とするのが適切であると考える。
【K市回答】
印字項目として宛名番号、通知番号、整理番号のいずれかを選択できるのであれば問題ありません。

反映する

通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できる項目を
追加します。

5397 個⼈住⺠税 17
申告特例不適用お知ら

せ文書

否認理由 否認理由は、該当する理由だ
けを印字するのではなく、４
つの項目を設けて、該当する
ものに〇（丸）を表示してお
知らせする。
①給与収入金額が2000万円を
超えているため（地方税法附
則第7条第6項第1号・第13項
第1号）②確定申告書または住
⺠税申告書の提出があるため
（地方税法附則第7条第6項第
2号・第13項第2号）③6か所
以上の地方自治体へ、ふるさ
と納税の特例申請書を提出し
たため（地方税法附則第7条第
6項第3号・第13項第3号）④
令和〇年1月1日時点の実際の
居所が〇市以外の住所だった
ため（地方税法附則第7条第6
項第4号・第13項第4号）

ワンストップ特例制度が無効
となる複数の理由のうち、該
当者がいずれの理由にあては
まるかを明確にするため。

要検討 ○

否認理由は、該当する理由だけを印字す
るのではなく、以下の４つの項目を設け
て、該当するものに〇を印字することで
よいかを確認します。
①確定申告書の提出義務があるため
②確定申告書または住⺠税申告書の提出
があるため（地方税法附則第7条第6項第2
号・第13項第2号）
③6か所以上の地方自治体へ、ふるさと納
税の特例申請書を提出したため（地方税
法附則第7条第6項第3号・第13項第3号）
④令和〇年1月1日時点の実際の居所が〇
市以外の住所だったため（地方税法附則
第7条第6項第4号・第13項第4号）

【地方税共同機構】

【A市回答】
左記項目について問題はありませんが、「その他」として任意で入力および印字できることが好ましいと考えます。
【D市回答】
問題なし
【E市回答】
該当するものに〇を印字で問題ない。
【F市回答】
可能
【H市回答】
本市では、左記の整理で問題ありません。
【I市回答】
該当するものに〇を印字する仕様でよい。項目は以下の5項目が望ましい。 ①確定申告の提出があるため     ②住⺠税申告の提出があるため    ③５団体を超えて特例申請書
を提出したため                ④令和〇年1月1日時点の実際の居所が〇市以外の住所だったため       ⑤申告はないが確定申告の提出義務があるため
【J市回答】
当市のワンストップ特例無効通知の様式（ワード差し込み）においても、否認理由は、左記の理由を印字し、該当する理由に〇を印字して対応している。
確認事項記載の対応方法で問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する ●

 確認項目に記載の通り、選択式となるよう、反映します。
 また、以下の項目について、要否を確認します。
 ＜要否確認＞
 ・その他の選択肢（印字内容の任意入力を想定）

 ※「申告はないが確定申告の提出義務があるため」については、
 「確定申告の提出義務があるため」という選択肢があれば十分であ
 るため不要と判断します。

以下の選択肢となるよう、反映します。
＜選択肢＞
①確定申告書の提出があるため（地方税法附則第7条第6項第2号・
第13項第2号）
②住⺠税申告書の提出があるため（地方税法附則第7条第6項第2
号・第13項第2号）
③5団体を超えて特例申請書を提出したため（地方税法附則第7条第
6項第3号・第13項第3号）
④令和〇年1月1日時点の実際の居所が〇市以外の住所だったため
（地方税法附則第7条第6項第4号・第13項第4号）
⑤確定申告書の提出義務があるため
※複数該当する場合は、上位に記載のあるものを優先して○をして
います。

2344 個⼈住⺠税 43
特別徴収変更通知書

（特別徴収義務者用）

ー 仕分け区分（実装してもしな
くても良い項目）
備考欄へ以下を記載
「導入時に以下の中から出力
する内容を選択できる。
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること
表示
事後処理業者が帳合する際に
必要となる項目を想定。

事後処理業者が効率的に帳
合、封入、封緘作業を実現で
き、委託契約を安価にするこ
とができるため。

要検討 ○ 変更なし

事後処理業者が帳合する際に使用する項
目として、「仕分け区分」の印字要否を
確認します。
必要とする場合は、その印字内容は以下
から選択とすることが良いか、網羅的な
内容であればよい毛も合わせて確認しま
す。
＜印字内容を選択する場合＞
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること表示
＜網羅的な内容とする場合＞
通知が、A：10枚、B：５枚、C:10枚･･･
ある場合に、出力順に下記のように印字
する。
１−1／10、１−2／10・・・・1−10／
10
２−１／５、２−２／５･･･２−5／５
３ー1／10、3−2／10･･･3−10／10

【地方税共同機構】

【A市回答】
印字内容は事後処理業者により異なるため、網羅的かどうかは判断しかねます。印字内容までを仕様として定める必要はないと考えます。
【D市回答】
印字内容を選択する
【E市回答】
＃2333と同じ
【F市回答】
印字内容を選択する場合、（１）〜（４）の複数を選択できるのか。そうであれば「印字内容を選択する場合」が良い。
【H市回答】
本市では、網羅的な内容であればよいと考えます。
【I市回答】

【J市回答】
#2343と同様である。
【K市回答】
#2333と同様です。

反映する

以下の内容が確認可能な情報を印字項目とし追加します。
＜印字内容＞
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること表示
（５）事業所毎の総枚数

実装すべき項目

【地方税共同機構】

【A市回答】
印字内容は事後処理業者により異なるため、網羅的かどうかは判断しかねます。印字内容までを仕様として定める必要はないと考えます。
【D市回答】
印字内容を選択する
【E市回答】
CSVデータを渡して、印字・封入封緘を同じ業者に委託している。指定番号が同じレコードを、1通分のデータとして印字・封入処理をしてもらっている。
印刷後の紙を事後処理業者が帳合する場合は、仕分け区分が必要。網羅的な内容まで印字できればより安全に封入・封緘作業が行えると考える。
【F市回答】
印字内容を選択する場合、（１）〜（４）の複数を選択できるのか。そうであれば「印字内容を選択する場合」が良い。
【H市回答】
本市では、網羅的な内容であればよいと考えます。
【I市回答】

【J市回答】
当市で特徴税額通知の封入封緘を行う業者にシステムベンダー経由で確認したところ、仕分け区分の印字は必要との回答であった。
印字内容については、現在の実例からいえば、具体的な指定番号等の印字がなくても、網羅的な内容で問題ないと考えている。現状の印字は、確認事項記載の＜網羅的な内容とする場合
＞と同様であり、それを用いて仕分けを行っている。
なお、最終的に特徴義務者宛税額通知、納税義務者宛税額通知及び特徴納入書を名寄せする際には、事業所の指定番号を使用しているとのことであるが、指定番号は印字項目となってい
るため、改めて印字する必要はなく、仕分け区分であれば網羅的な内容で問題ない。
なお、提案団体からは税額通知のみの仕分け区分追加の提案であるが、納入書についても仕分け区分が必要であると考える。
【K市回答】
本市では、「指定番号」「事業所毎の総枚数」「事業所内の連番」「事業所終了であることの表示」を印字しているため印字は必要であると考えます。項目については、(1)〜(4)以外に
「事業所毎の総枚数」を追加いただくことを希望します。また、必要とする場合は、その印字内容は選択とすることが良いと考えます。

以下の内容が確認可能な情報を印字項目とし追加します。
＜印字内容＞
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること表示
（５）事業所毎の総枚数

反映する

事後処理業者が帳合する際に使用する項
目として、「仕分け区分」の印字要否を
確認します。
必要とする場合は、その印字内容は以下
から選択とすることが良いか、網羅的な
内容であればよい毛も合わせて確認しま
す。
＜印字内容を選択する場合＞
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること表示
＜網羅的な内容とする場合＞
通知が、A：10枚、B：５枚、C:10枚･･･
ある場合に、出力順に下記のように印字
する。
１−1／10、１−2／10・・・・1−10／
10
２−１／５、２−２／５･･･２−5／５
３ー1／10、3−2／10･･･3−10／10

反映する 「住宅借入金等特別控除額」について、以下の情報が確認できる帳
票を追加します。
・当該報告課税年度の適用⼈数
・市⺠税分の控除額合計
・上記のうち震災特例分の額
・県⺠税部分の控除額合計
・上記のうち震災特例分の額
・市⺠税分と県⺠税分の合計
・上記のうち震災特例分の額
・以上の報告事項のうち、前年中に居住開始した方の分の適用⼈数

2333 個⼈住⺠税 42
特別徴収決定通知書

（特別徴収義務者用）

ー 仕分け区分（実装してもしな
くても良い項目）
備考欄へ以下を記載
「導入時に以下の中から出力
する内容を選択できる。
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること
表示
事後処理業者が帳合する際に
必要となる項目を想定。

事後処理業者が効率的に帳
合、封入、封緘作業を実現で
き、委託契約を安価にするこ
とができるため。

要検討 ○

○ 都道府県の控除額と市区村及び特別区の
控除額をそれぞれ報告する運用を実施し
ているかを確認します。
また、報告されている場合はその対象も
併せて確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
例年調査依頼される「個⼈住⺠税の住宅借入金等特別税額控除額に係る調査について」があります。
帳票での出力ではなく、該当をシステムからデータで抽出できればよいと考えます。
【D市回答】
それぞれ報告
【E市回答】
市町村⺠税・道府県⺠税の欄があり、それぞれ控除額の計を記載することを求められている。適用者数・控除額等(別紙2147住宅借入金等特別税額控除額に関する調.pdf参照)
【F市回答】
実施していない
【H市回答】
本市では、県の控除額と市の控除額をそれぞれ報告する運用を実施しています。それ以外の報告対象はありません。
【I市回答】
実施している。現行も特例交付金による補填のため、抽出日ごとに出力され活用している。
【J市回答】
本項目は、毎年行われている、「個⼈住⺠税の住宅借入金等特別控除額に係る調査」に対応する方法であると理解して回答する。
当市においても、提案団体同様県分の控除額と市分の控除額をそれぞれ報告している。
報告対象（内用）は以下のとおり
・当該報告課税年度の適用⼈数
・市⺠税分の控除額合計
・上記のうち震災特例分の額
・県⺠税部分の控除額合計
・上記のうち震災特例分の額
・市⺠税分と県⺠税分の合計
・上記のうち震災特例分の額
（以下は任意報告）
・以上の報告事項のうち、前年中に居住開始した方の分の適用⼈数等
【K市回答】
例年6月初旬に、住宅借入金等特別税額控除の適用⼈数、市町村⺠税控除額、うち震災特例に係る控除額、道府県⺠税控除額、うち震災特例に係る控除額、控除額合計を県に報告していま
す。

事務局⾒解
事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理

2147 個⼈住⺠税 30
住宅借入金等特別税額

控除リスト

都控除額・区控除額をそれぞ
れ記載

現行の報告に必要なため（1⼈
が延べ8時間増）

要検討

仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2347 個⼈住⺠税 44
特別徴収決定通知書
（納税義務者用）

ー 仕分け区分（実装してもしな
くても良い項目）
備考欄へ以下を記載
「導入時に以下の中から出力
する内容を選択できる。
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること
表示
事後処理業者が帳合する際に
必要となる項目を想定。」

事後処理業者が効率的に帳
合、封入、封緘作業を実現で
き、委託契約を安価にするこ
とができるため。

要検討 ○ 実装すべき項目

事後処理業者が帳合する際に使用する項
目として、「仕分け区分」の印字要否を
確認します。
必要とする場合は、その印字内容は以下
から選択とすることが良いか、網羅的な
内容であればよい毛も合わせて確認しま
す。
＜印字内容を選択する場合＞
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること表示
＜網羅的な内容とする場合＞
通知が、A：10枚、B：５枚、C:10枚･･･
ある場合に、出力順に下記のように印字
する。
１−1／10、１−2／10・・・・1−10／
10
２−１／５、２−２／５･･･２−5／５
３ー1／10、3−2／10･･･3−10／10

【地方税共同機構】

【A市回答】
印字内容は事後処理業者により異なるため、網羅的かどうかは判断しかねます。
印字内容までを仕様として定める必要はないと考えます。
【D市回答】
印字内容を選択する
【E市回答】
＃2333と同じ
【F市回答】
印字内容を選択する場合、（１）〜（４）の複数を選択できるのか。そうであれば「印字内容を選択する場合」が良い。
【H市回答】
本市では、網羅的な内容であればよいと考えます。
【I市回答】

【J市回答】
#2343と同様である。
【K市回答】
#2333と同様です。

反映する

以下の内容が確認可能な情報を印字項目とし追加します。
＜印字内容＞
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること表示
（５）事業所毎の総枚数

2350 個⼈住⺠税 45
特別徴収変更通知書
（納税義務者用）

ー 仕分け区分（実装してもしな
くても良い項目）
備考欄へ以下を記載
「導入時に以下の中から出力
する内容を選択できる。
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること
表示
事後処理業者が帳合する際に
必要となる項目を想定。」

事後処理業者が効率的に帳
合、封入、封緘作業を実現で
き、委託契約を安価にするこ
とができるため。

要検討 ○ 実装すべき項目

事後処理業者が帳合する際に使用する項
目として、「仕分け区分」の印字要否を
確認します。
必要とする場合は、その印字内容は以下
から選択とすることが良いか、網羅的な
内容であればよい毛も合わせて確認しま
す。
＜印字内容を選択する場合＞
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること表示
＜網羅的な内容とする場合＞
通知が、A：10枚、B：５枚、C:10枚･･･
ある場合に、出力順に下記のように印字
する。
１−1／10、１−2／10・・・・1−10／
10
２−１／５、２−２／５･･･２−5／５
３ー1／10、3−2／10･･･3−10／10

【地方税共同機構】

【A市回答】
印字内容は事後処理業者により異なるため、網羅的かどうかは判断しかねます。
印字内容までを仕様として定める必要はないと考えます。
【D市回答】
印字内容を選択する
【E市回答】
＃2333と同じ
【F市回答】
印字内容を選択する場合、（１）〜（４）の複数を選択できるのか。そうであれば「印字内容を選択する場合」が良い。
【H市回答】
本市では、網羅的な内容であればよいと考えます。
【I市回答】

【J市回答】
#2343と同様である。
【K市回答】
#2333と同様です。

反映する

以下の内容が確認可能な情報を印字項目とし追加します。
＜印字内容＞
（１）指定番号
（２）事業所内の連番
（３）事業所単位の通番
（４）事業所終了であること表示
（５）事業所毎の総枚数

8 個⼈住⺠税 49 納税通知書

整理番号（宛名番号）を印字
する

問い合わせの際に宛名番号を
確認することがあるため

要検討 ○

宛名番号を印字するのか、ご意見のよう
な通知番号（整理番号等）を印字するの
か団体側で選択できるような機能とする
ことで対応可能か（個別の項目として追
加する必要性はない理解でよいか）を確
認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
左記内容で対応可能（個別の項目として追加する必要性はない）と考えます。
【D市回答】
可能
【E市回答】
現行システムは、通知書番号欄に宛名番号を印字している。宛名番号か通知番号かどちらを印字するか団体側で選択できるなら問題ない。
【F市回答】
可能（外部へ送付する帳票について、全体的に左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、宛名番号を印字するのか、ご意見のような通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能であると考えます。
【I市回答】
対応可能である。宛名番号または整理番号を選択できることを望む。
【J市回答】
当市では、納税通知書には整理番号（宛名番号の前に0を組み合わせたもの）を印字している。
確認事項記載のとおり、各団体の意向に応じて、宛名番号を印字するか、通知番号を印字するかを選択できるような機能とするのが適切であると考える。
【K市回答】
＃2653と同様です。

反映する

通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できる項目を
追加します。

6086 個⼈住⺠税 49 納税通知書

【普通徴収の期別納付額と納
期限/期別/備考】全期適用時
は印字省略

【普通徴収の期別納付額と納
期限/期別/備考】全期適用時
も全て印字（備考削除）

納税通知書の法定記載事項に
「納期、各納期における納付
額」とあるため。

印字を省略した場合で、振替
不能が起こったときに、納期
等を正しく印字した納税通知
書を再度送付しなければなら
ないなど無駄な業務が発生す
る。印字を省略するメリット
が不明。

要検討 ○ 表示項目のNo.26「普通徴収の期別納付額
と納期限」について、意見照会回答
（Q,U,W列）を踏まえ、全期適用時にも
印字すべきかを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
通知書：任意で良いと考えます。
納付書：印字するべきと考えます。
【D市回答】
印字した方が良い
【E市回答】
現行システムは、口座振替の場合のみ全期と期別を選択でき、全期としている場合、全期分を第1期の納期限に振替する旨の案内文を記載し、それぞれの期別の金額と納期限は記載してい
る。全期適用時にも印字すべきだと考える。
【F市回答】

【H市回答】
本市では、全期適用時にも印字すべきであると考えます。
【I市回答】
印字でよい。
【J市回答】
当該項目は、全期適用時にも印字すべきと考える。
【K市回答】
「全期であれば」について「均等割額以下のため各期割しないもの」と解釈していましたが、W列の記載内容は「全期分を一括で口座振替のもの」としての意見だと思われます。
前者であれば印字不要であり、後者であれば印字が必要であると考えます。

反映する 全期適用時に印字するよう、当該項目の備考欄の記載を修正しま
す。

2123 50 納税通知書

所得金額：山林、退職、分離
短期譲渡（一般、軽減）、分
離⻑期譲渡（一般、特定、軽
課）、株式譲渡（一般株式
等、上場株式等）、上場株式
等の配当等、先物取引、退職

個⼈住⺠税

現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、区⺠が
課税内容を検証することがで
きなくなるため。

現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、問合せ
の増加が見込まれる。
○増加時間数
増加問合せ件数３４６４件×
１件あたりの問合せ時間１５
分＝８６６時間

【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
追加に賛成します。
【E市回答】
再構成すべき。所得金額の内訳について、給与と年金以外の収入金額は現行保持していないため、記載できない。
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
再構成で問題ない。
【J市回答】
当市においても、課税計算に対する問い合わせについては毎年多くの時間を費やしている。
ワーキングでの議論ではどちらかというと現在の給与特別徴収用の通知に合わせて印字する方向での議論だったかと思うが、紙面が許せば、印字項目はできる限り詳細化しておいた方が
問い合わせには対応できると考える。
提案団体ご意見のとおり再構成すべきであると考える。
【K市回答】
＃2440の意見のとおり、納税通知書と更正決定（税額変更）通知書で記載を統一する必要があります。

すべての所得金額・課税標準額と分離所得の特別控除額、合計所得金額、総所得金額等について、実装すべき項目と考えます。
なお、本市では現在、給与収入金額及び公的年金等収入金額以外の分離所得を含めたすべての所得の収入金額は記載しておらず不要と考えるため、実装してもしなくてもよい項目と考え
ます。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

要検討 ○ 所得金額、課税標準、特別控除、総所
得、合計所得について、ご意見（Q列）の
通り、再構成すべきかを検討します。
以下のご意見と合わせて確認します。
＜関連する番号＞
2124、2125、2126、2127、2440、
2441、2442、2443、2444、2445、
2446、2447、2448、2449、2450、
2451、2452、2453、2454、2455、
2457、2458、2459、2460、2461、
2462、2463、2464、2465、2466、
2467、2468、2469、2470、2471、
2472、2473、2474、2475、2476、
2477、2478、2479、2480、2481、
2482、2483、2484、2485、2486、
2487、2488、2489、2491、2492、
2494、2495、3095、3616、3678、
4029、4544



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2124 個⼈住⺠税 50 納税通知書

課税標準：退職、分離⻑期譲
渡（一般、特定、軽課）、株
式譲渡（一般株式等、上場株
式等）

現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、区⺠が
課税内容を検証することがで
きなくなるため。

現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、問合せ
の増加が見込まれる。
○増加時間数
増加問合せ件数３４６４件×
１件あたりの問合せ時間１５
分＝８６６時間

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
再構成で問題ない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2125 個⼈住⺠税 50 納税通知書

特別控除：分離譲渡課税にか
かるもの

現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、区⺠が
課税内容を検証することがで
きなくなるため。

現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、問合せ
の増加が見込まれる。
○増加時間数
増加問合せ件数３４６４件×
１件あたりの問合せ時間１５
分＝８６６時間

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
再構成で問題ない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2126 個⼈住⺠税 50 納税通知書

総所得金額等 現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、区⺠が
課税内容を検証することがで
きなくなるため。

現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、問合せ
の増加が見込まれる。
○増加時間数
増加問合せ件数３４６４件×
１件あたりの問合せ時間１５
分＝８６６時間

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
再構成で問題ない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2127 個⼈住⺠税 50 納税通知書

合計所得金額 現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、区⺠が
課税内容を検証することがで
きなくなるため。

現在使用している通知書には
記載している。課税計算に関
する問合せは非常に多く、税
額の根拠となる表示項目を減
らしてしまうと、課税根拠の
教示が不十分となり、問合せ
の増加が見込まれる。
○増加時間数
増加問合せ件数３４６４件×
１件あたりの問合せ時間１５
分＝８６６時間

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
再構成で問題ない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2440 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 営業等（収
入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2441 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

No.42 総所得金額の内訳
営業等

No.42 所得金額の内訳 営
業等（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2442 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 農業（収入
金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2443 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

No.43 総所得金額の内訳
農業

No.43 所得金額の内訳 農
業（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2444 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 不動産（収
入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2445 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

No.44 総所得金額の内訳
不動産

No.44 所得金額の内訳 不
動産（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2446 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 利子（収入
金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2447 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

No.45 総所得金額の内訳
利子

No.45 所得金額の内訳 利
子（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2448 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 配当（収入
金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2449 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

No.46 総所得金額の内訳
配当

No.46 所得金額の内訳 配
当（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2450 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

No.47 総所得金額の内訳
給与

No.47 所得金額の内訳 給
与（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。
収入金額と所得金額を別々の
項目として保持しておくべき
であるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2451 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 給与（所得
金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。
収入金額と所得金額を別々の
項目として保持しておくべき
であるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2452 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

No.48 総所得金額の内訳
（公的年金等収入）雑

No.48 所得金額の内訳
（公的年金等収入）雑（収入
金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。
収入金額と所得金額を別々の
項目として保持しておくべき
であるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2453 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 （公的年金
等収入）雑（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。
収入金額と所得金額を別々の
項目として保持しておくべき
であるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2454 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 （その他）
雑（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2455 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

No.49 総所得金額の内訳
（その他）雑

No.49 所得金額の内訳
（その他）雑（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

大分類が「総所得金額の内
訳」となっているが、それ以
外の所得についてもまとめた
大分類とし、分かりやすく整
理しておきたいため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2457 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 総合短期譲
渡所得（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
譲渡・一時それぞれの収入金
額を記載し、分かりやすくす
るため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2458 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 総合短期譲
渡所得（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
譲渡・一時それぞれの収入金
額を記載し、分かりやすくす
るため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。
なお、本市では現在、総合譲渡所得及び一時所得の内訳は記載しておらず不要と考えるため、実装してもしなくてもよい項目と考えます。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2459 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 総合⻑期譲
渡所得（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
譲渡・一時それぞれの収入金
額を記載し、分かりやすくす
るため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2460 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 総合⻑期譲
渡所得（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
譲渡・一時それぞれの収入金
額を記載し、分かりやすくす
るため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。
なお、本市では現在、総合譲渡所得及び一時所得の内訳は記載しておらず不要と考えるため、実装してもしなくてもよい項目と考えます。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2461 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 一時所得
（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
譲渡・一時それぞれの収入金
額を記載し、分かりやすくす
るため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2462 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 一時所得
（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
譲渡・一時それぞれの収入金
額を記載し、分かりやすくす
るため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。
なお、本市では現在、総合譲渡所得及び一時所得の内訳は記載しておらず不要と考えるため、実装してもしなくてもよい項目と考えます。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2463 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 山林所得
（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2464 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 山林所得
（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2465 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 退職所得
（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2466 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 退職所得
（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2467 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離短期譲
渡（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2468 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離短期譲
渡（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2469 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離短期譲
渡（特別控除額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2470 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離短期譲
渡ー軽減（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2471 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離短期譲
渡ー軽減（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2472 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離短期譲
渡ー軽減（特別控除額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2473 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離⻑期譲
渡（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2474 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離⻑期譲
渡（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2475 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離⻑期譲
渡（特別控除額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2476 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離⻑期譲
渡ー優良住宅等（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2477 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離⻑期譲
渡ー優良住宅等（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2478 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離⻑期譲
渡ー優良住宅等（特別控除
額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2479 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離⻑期譲
渡ー居住用財産（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2480 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離⻑期譲
渡ー居住用財産（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2481 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離⻑期譲
渡ー居住用財産（特別控除
額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2482 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 一般株式等
譲渡（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
一般株式等の譲渡と上場株式
等の譲渡は内部通算対象外で
あるため、同一項目とするこ
とで、通算可能と混乱をきた
す恐れがあるため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2483 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 一般株式等
譲渡（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
一般株式等の譲渡と上場株式
等の譲渡は内部通算対象外で
あるため、同一項目とするこ
とで、通算可能と混乱をきた
す恐れがあるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2484 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 上場株式等
譲渡（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
一般株式等の譲渡と上場株式
等の譲渡は内部通算対象外で
あるため、同一項目とするこ
とで、通算可能と混乱をきた
す恐れがあるため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2485 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 上場株式等
譲渡（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。
一般株式等の譲渡と上場株式
等の譲渡は内部通算対象外で
あるため、同一項目とするこ
とで、通算可能と混乱をきた
す恐れがあるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2486 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離上場株
式等の配当（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2487 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 分離上場株
式等の配当（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2488 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 先物取引
（収入金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

後方業務で収入金額を使用し
て決定しているものがあり、
納税通知書へ記載しておく必
要があるため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2489 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 所得金額の内訳 先物取引
（所得金額）

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
各種所得金額、給与収入、公的年金等収入金額については、印字は必要。給与・年金以外の収入金額については印字は必須ではない。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2491 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 課税標準 分離⻑期譲渡ー優
良住宅等

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
Ｑ列の項目追加で良いと思います。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2492 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 課税標準 分離⻑期譲渡ー居
住用財産

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載を統一
し、比較して分かりやすい表
記とするため。

納税通知書と更正決定（税額
変更）通知書で記載が相違し
ており、統一することで出力
条件が明確となるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
Ｑ列の項目追加で良いと思います。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2494 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 課税標準 一般株式等の譲渡 一般株式等の譲渡と上場株式
等の譲渡は内部通算対象外で
あるため、同一項目とするこ
とで、通算可能と混乱をきた
す恐れがあるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
Ｑ列の項目追加で良いと思います。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2495 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

ー 課税標準 上場株式等の譲渡 一般株式等の譲渡と上場株式
等の譲渡は内部通算対象外で
あるため、同一項目とするこ
とで、通算可能と混乱をきた
す恐れがあるため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】
Ｑ列の項目追加で良いと思います。
【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

2889 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

個⼈の台帳番号
No.3（世帯の台帳番号）では
なく個⼈に振られているもの

納税者より課税状況の照会が
あった場合に即対応が可能の
ため課税台帳上の個⼈に振ら
れている番号の印字は実施す
べき

更正決定（税額変更）通知書
へ毎年載せているため

要検討 ○ 宛名番号を印字するのか、ご意見のよう
な通知番号（整理番号等）を印字するの
か団体側で選択できるような機能とする
ことで対応可能か（個別の項目として追
加する必要性はない理解でよいか）を確
認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
左記内容で対応可能（個別の項目として追加する必要性はない）と考えます。
【D市回答】
可能
【E市回答】
現行システムは、通知書番号欄に宛名番号を印字している。宛名番号か通知番号かどちらを印字するか団体側で選択できるなら問題ない。
【F市回答】
可能（外部へ送付する帳票について、全体的に左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、宛名番号を印字するのか、ご意見のような通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能であると考えます。
【I市回答】
左記機能で対応可能であるが、宛名番号と整理番号を選択できることが望ましい。
【J市回答】
当市では、更正決定通知書には整理番号（宛名番号の前に0を組み合わせたもの）を印字している。
確認事項記載のとおり、各団体の意向に応じて、宛名番号を印字するか、通知番号を印字するかを選択できるような機能とするのが適切であると考える。
【K市回答】
＃2653と同様です。

反映する 通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できる項目を
追加します。

3095 個⼈住⺠税 50 更正決定通知書

№62と63の間に合計所得金額
を追加

納税通知書に記載があるのに
更正決定だけないのはおかし
い。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
追加に賛成します。
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】

【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

3616 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

帳票番号４９の追加内容と同
様。また、NO５５〜５７に分
離譲渡があるが、分類が足り
ていない（⻑期軽減、短期優
良等々）。

同上 同上 要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】

【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

3678 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

「合計所得金額」項目の追
加。

合計所得金額を容易に確認で
きるようにするため。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】

【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

4029 個⼈住⺠税 50
更正決定（税額変更）

通知書

合計所得金額 均等割の非課税基準であり、
実装してもしなくても良い項
目への追加が必要と考える。

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】

【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

4544 個⼈住⺠税 50
更正決定(税額変更通

知書)

合計所得金額 帳票№49納税通知書の項目に
合計所得金額があるため

要検討 ○ ＃2123と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、地方税法施行規則（第一号の三様式）の見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同上
【E市回答】
＃2123と同じ
【F市回答】
再構成すべき
【H市回答】
本市では、再構成しなくともよいと考えます。
【I市回答】

【J市回答】
#2123記載のとおり
【K市回答】
＃2123と同様です。

反映する 「【資料2-2】帳票要件（個⼈住⺠税）49̲納税通知書̲印字項目」
の資料で、「実装すべき項目」と判断した表示項目を反映した納税
通知書と項目を揃えること、対応する判断です。

962 個⼈住⺠税 62 294-3通知

通知対象者がDV等支援措置対
象者に該当する場合、294送
付自治体に連絡する旨の依頼
文を追加

支援措置対象者情報は住登外
課税をした自治体では把握す
ることができない。税証明や
中間サーバーへの情報の開示
を制限するためにも住⺠登録
地より同情報の提供が必要に
なるため。

要検討 ○ #2294と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
併せて、電子送付の際のレイアウトの見直しも必要と考えます。
【D市回答】
必要と考えます。
【E市回答】
#2294と同じ
【F市回答】
ご意見の通りなので、そういった通知はあったほうが良い。
【H市回答】
左記について、本市の現行運用では実施していません。
【I市回答】

【J市回答】
#2294記載のとおり
【K市回答】
＃2294と同様です。

反映する 実装してもしなくても良い項目として、取扱注意者である場合に連
絡を依頼する旨を出力項目に追加します。

2294 個⼈住⺠税 62 294-3通知

ＤＶ・ストーカー等で取扱注
意者となっている場合の表記
はどうなるのか。本市では、
住所欄に取扱注意者である旨
を記載している。

取扱注意者の登録が住登地と
課税地のどちらかでしかされ
ていない場合がある。特に住
登地には加害者からの問合せ
がくることも想定されるた
め、通知に記載してほしい。

要検討 ○ 支援措置対象者等の場合の出力内容につ
いて確認します。

【地方税共同機構】
(2021/3/19 地方税共同機構)
eLTAX（国税連携システム）で「住⺠登録外課税通知」ファイルを他団体に回送できる機能があります。こちらのファイルに同様の配慮が必要かもあわせてご検討ください。
【A市回答】
併せて、電子送付の際のレイアウトの見直しも必要と考えます。
【D市回答】
同意します。
【E市回答】
支援措置対象者等の場合でも特別な処理は行っていない
【F市回答】
住⺠登録外課税自治体で支援措置対象を把握するのは難しいため、294-3通知に記載するのは難しいと思う。
【H市回答】
本市では、現行の運用においても左記の情報を印字しておらず、印字しなくともよいと考えます。
【I市回答】
取扱注意者である旨を294−３通知へ印字されることを望みます。
【J市回答】
当市では現状294-3通知に支援措置対象者であることを印字していないが、提案団体ご指摘のとおり印字が必要であると考える。
ご指摘のように支援措置対象者であることの登録は住⺠登録地側、課税地側どちらかでしか行われていない、ということが多いのではないかと考えるため、#962及び#2294両方の対応が
可能となるようにすべきではないか。
【K市回答】
備考欄に支援措置対象者である旨の記載が必要と考えます。

反映する 実装してもしなくても良い項目として、取扱注意者である旨を出力
項目に追加します。

2509 個⼈住⺠税 67
課税に係わる住所等に
ついて（照会・回答）

No.3 宛先 郵便番号 No.3 宛名 郵便番号
備考欄へ追加記載
「管理⼈や送付先が設定され
ている場合、以下の順番で出
力する。
（１）管理⼈送付先郵便番号
（２）管理⼈宛名郵便番号
（３）納税義務者送付先郵便
番号
（４）納税義務者宛名郵便番
号」

出力条件を明確にするため。 要検討 ○ 意見回答（Q列）の内容について、標準仕
様に反映して問題がないかを確認しま
す。

【地方税共同機構】

【A市回答】
管理⼈送付先/管理⼈宛名/納税義務者送付先/納税義務者宛名の管理方法が不明のため、判断しかねます。
【D市回答】
問題なし
【E市回答】
問題ない。（納税義務者宛の本⼈の住所確認の照会文書は送付していない。）
【F市回答】
出力する優先順位ということでよいか。そうであれば、記載の通りの順でよい。（ほかの帳票についても、左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、左記の整理で問題ありません（標準仕様に反映して問題なし）。
【I市回答】
問題ない。
【J市回答】
問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する ご意見の内容を当該項目の備考欄に反映します。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

2510 個⼈住⺠税 67
課税に係わる住所等に
ついて（照会・回答）

No.4 宛先 住所（市名以下
を印字）

No.4 宛先 住所（市名以下
を印字）
備考欄へ追加記載
「管理⼈や送付先が設定され
ている場合、以下の順番で出
力する。
（１）管理⼈送付先住所
（２）管理⼈宛名住所
（３）納税義務者送付先住所
（４）納税義務者宛名住所」

出力条件を明確にするため。 要検討 ○ #2509と併せて検討します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
管理⼈送付先/管理⼈宛名/納税義務者送付先/納税義務者宛名の管理方法が不明のため、判断しかねます。
【D市回答】
問題なし
【E市回答】
#2509と同じ
【F市回答】
出力する優先順位ということでよいか。そうであれば、記載の通りの順でよい。（ほかの帳票についても、左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、左記の整理で問題ありません（標準仕様に反映して問題なし）。
【I市回答】
問題ない。
【J市回答】
#2509と同様
【K市回答】
問題ありません。

反映する ご意見の内容を当該項目の備考欄に反映します。

2511 個⼈住⺠税 67
課税に係わる住所等に
ついて（照会・回答）

No.5 宛先 氏名+様 No.5 宛先 氏名+様
備考欄へ追加記載
「管理⼈や送付先が設定され
ている場合、以下の順番で出
力する。
（１）管理⼈送付先氏名
（２）管理⼈宛名氏名
（３）納税義務者送付先氏名
（４）納税義務者宛名氏名」

出力条件を明確にするため。 要検討 ○ #2509と併せて検討します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
管理⼈送付先/管理⼈宛名/納税義務者送付先/納税義務者宛名の管理方法が不明のため、判断しかねます。
【D市回答】
問題なし
【E市回答】
#2509と同じ
【F市回答】
出力する優先順位ということでよいか。そうであれば、記載の通りの順でよい。（ほかの帳票についても、左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、左記の整理で問題ありません（標準仕様に反映して問題なし）。
【I市回答】
問題ない。
【J市回答】
#2509と同様
【K市回答】
当該項目５納税者（または納税管理⼈）は納税管理⼈等が設定されている場合の納税者氏名「納税者氏名 様分」とし、12「送付先」に意見に記載されているような印字順位の設定が必
要ではないでしょうか。
また、通知書の宛名については共通要件とすべきではないでしょうか。

ご意見の内容を当該項目の備考欄に反映します。

1426 個⼈住⺠税 69
扶養調査に関する照会

文書

照会文書に回答項目を印字す
る必要があるか不明。（控え
としての運用を想定している
のであれば58からの回答書本
文は何を意味しているのか。

要検討 ○ 表示項目「回答書本文」の備考欄に以下
の文言を追記し、No.58以降の表示項目
が、回答用の記入欄の印字であることが
わかるよう修正する対応で問題ないかを
確認します。

＜備考欄記載＞
「扶養親族の状況について、次の通り回
答します。」の定型文を印字する。

【地方税共同機構】

【A市回答】
左記内容で問題ないと考えます。
【D市回答】
問題なし
【E市回答】
問題ない
【F市回答】
問題なし
【H市回答】
本市では、左記の整理で問題ありません。
【I市回答】
問題ない。
【J市回答】
問題ないと考える。
【K市回答】
No.30以降が回答用の記入欄ではないでしょうか。
「No.57確認のとれた扶養親族」および「No.58回答書本文」はNo.30の前に移動したほうがよいと思います。

反映する 備考欄に定型文の印字を補記します。
項目の並び順については、ご指摘のとおりではありますが、レイア
ウトでの検討に寄せて整理（帳票出力項目定義の項目順は帳票レイ
アウトに影響しないもの）とする判断とします。

2516 個⼈住⺠税 69
扶養調査に関する照会

文書

No.3 宛先 郵便番号 No.3 宛名 郵便番号
備考欄へ追加記載
「管理⼈や送付先が設定され
ている場合、以下の順番で出
力する。
（１）管理⼈送付先郵便番号
（２）管理⼈宛名郵便番号
（３）納税義務者送付先郵便
番号
（４）納税義務者宛名郵便番
号」

出力条件を明確にするため。 要検討 ○ 意見回答（Q列）の内容について、標準仕
様に反映して問題がないかを確認しま
す。

【地方税共同機構】

【A市回答】
管理⼈送付先/管理⼈宛名/納税義務者送付先/納税義務者宛名の管理方法が不明のため、判断しかねます。
【D市回答】
問題なし
【E市回答】
問題ない
【F市回答】
出力する優先順位ということでよいか。そうであれば、記載の通りの順でよい。（ほかの帳票についても、左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、左記の整理で問題ありません（標準仕様に反映して問題なし）。
【I市回答】
問題ない。
【J市回答】
問題ないと考える。
【K市回答】
＃2511と同様です

ご意見の内容を当該項目の備考欄に反映します。

2517 個⼈住⺠税 69
扶養調査に関する照会

文書

No.4 宛先 住所（市名以下
を印字）

No.4 宛先 住所（市名以下
を印字）
備考欄へ追加記載
「管理⼈や送付先が設定され
ている場合、以下の順番で出
力する。
（１）管理⼈送付先住所
（２）管理⼈宛名住所
（３）納税義務者送付先住所
（４）納税義務者宛名住所」

出力条件を明確にするため。 要検討 ○ #2509と併せて検討します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
管理⼈送付先/管理⼈宛名/納税義務者送付先/納税義務者宛名の管理方法が不明のため、判断しかねます。
【D市回答】
問題なし
【E市回答】
#2509と同じ
【F市回答】
出力する優先順位ということでよいか。そうであれば、記載の通りの順でよい。（ほかの帳票についても、左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、左記の整理で問題ありません（標準仕様に反映して問題なし）。
【I市回答】

【J市回答】
#2509と同様
【K市回答】
＃2510と同様です

ご意見の内容を当該項目の備考欄に反映します。

2518 個⼈住⺠税 69
扶養調査に関する照会

文書

No.5 宛先 氏名+様 No.5 宛先 氏名+様
備考欄へ追加記載
「管理⼈や送付先が設定され
ている場合、以下の順番で出
力する。
（１）管理⼈送付先氏名
（２）管理⼈宛名氏名
（３）納税義務者送付先氏名
（４）納税義務者宛名氏名」

出力条件を明確にするため。 要検討 ○ #2509と併せて検討します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
管理⼈送付先/管理⼈宛名/納税義務者送付先/納税義務者宛名の管理方法が不明のため、判断しかねます。
【D市回答】
問題なし
【E市回答】
#2509と同じ
【F市回答】
出力する優先順位ということでよいか。そうであれば、記載の通りの順でよい。（ほかの帳票についても、左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、左記の整理で問題ありません（標準仕様に反映して問題なし）。
【I市回答】

【J市回答】
#2509と同様
【K市回答】
＃2511と同様です

ご意見の内容を当該項目の備考欄に反映します。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

5223 個⼈住⺠税 69
扶養調査に関する照会

文書

- 対象者の宛名番号
自治体の担当者名

電話等にて問い合わせがあっ
た際に、スムーズに回答する
ため。

要検討 ○ 宛名番号を印字するのか、ご意見のよう
な通知番号（整理番号等）を印字するの
か団体側で選択できるような機能とする
ことで対応可能か（個別の項目として追
加する必要性はない理解でよいか）を確
認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
左記内容で対応可能（個別の項目として追加する必要性はない）と考えます。
自治体の担当者名は不要と考えます。
【D市回答】
可能
【E市回答】
照会回答欄通番が対象者の宛名番号を印字する項目という想定でいいか？
この項目に宛名番号を印字するのか、通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とするなら対応可。印字位置としては、回答書として回答部分で返送される
部分に記載してほしい。
【F市回答】
可能（外部へ送付する帳票について、全体的に左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、宛名番号を印字するのか、ご意見のような通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能であると考えます。
【I市回答】
左記機能で対応可能であるが、宛名番号・整理番号を選択できることとしたい。
【J市回答】
当市においては、当該調査の照会文書では整理番号を印字している。確認事項記載のとおり、各団体の意向に応じて、宛名番号を印字するか、通知番号を印字するかを選択できるような
機能とするのが適切であると考える。
【K市回答】
＃2653と同様です。

反映する 通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できる項目を
追加します。

5226 個⼈住⺠税 72
扶養調査に関する回答

文章

- 照会対象者：生年月日、宛名
番号

対象者を正確に把握するため 要検討 ○ 宛名番号を印字するのか、ご意見のよう
な通知番号（整理番号等）を印字するの
か団体側で選択できるような機能とする
ことで対応可能か（個別の項目として追
加する必要性はない理解でよいか）を確
認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
左記内容で対応可能（個別の項目として追加する必要性はない）と考えます。
【D市回答】
可能
【E市回答】
照会対象者の受給者番号・特別徴収個⼈番号が個⼈を特定できる番号になる。これらの番号欄に宛名番号または通知番号を印字する想定か？受給者番号・特別徴収個⼈番号は記載したい
ので、宛名番号や通知番号を記載する場合は、個別の項目として追加したい。(現行は宛名番号は印字していない。)
【F市回答】
可能（外部へ送付する帳票について、全体的に左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、宛名番号を印字するのか、ご意見のような通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能であると考えます。
【I市回答】
左記機能で対応可能であるが、宛名番号・整理番号を選択できることとしたい。
【J市回答】
当市においては、当該調査の回答文書では宛名番号を印字している。確認事項記載のとおり、各団体の意向に応じて、宛名番号を印字するか、通知番号を印字するかを選択できるような
機能とするのが適切であると考える。
【K市回答】
＃2653と同様です。

反映する 通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できる項目を
追加します。

3226 個⼈住⺠税 73
所得照会書（家屋敷課

税者）

記載なし 追加
・宛名番号（システム上の個
⼈管理番号）
・照会時の管理番号

照会対象者の管理がしやすく
なり、業務の低減が期待出来
る。（システム上での個⼈検
索において、目的の画面まで
到達する時間が半減する。）

要検討 ○ 宛名番号を印字するのか、ご意見のよう
な通知番号（整理番号等）を印字するの
か団体側で選択できるような機能とする
ことで対応可能か（個別の項目として追
加する必要性はない理解でよいか）を確
認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
左記内容で対応可能（個別の項目として追加する必要性はない）と考えます。
【D市回答】
可能
【E市回答】
宛名番号を印字するのか、通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能。宛名番号や通知番号を記載するための個別の項目を追加した
い。(現行は宛名番号を印字している）
【F市回答】
可能（外部へ送付する帳票について、全体的に左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、宛名番号を印字するのか、ご意見のような通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能であると考えます。
【I市回答】
左記機能で対応可能であるが、宛名番号・整理番号を選択できることとしたい。
【J市回答】
当市においては、当該調査の文書では宛名番号を印字している。確認事項記載のとおり、各団体の意向に応じて、宛名番号を印字するか、通知番号を印字するかを選択できるような機能
とするのが適切であると考える。
【K市回答】
＃2653と同様です。
また、No.23以降が回答欄であるにもかかわらず、きりとり線がNo39となっています。
No.39以降をNo.23の前に移動したほうがよいと思います。

反映する 通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できる項目を
追加します。

3107 個⼈住⺠税 117
住⺠税住申告書（家屋

敷）

№29非課税理由で均等割非課
税を選択する場合に所得金額
と扶養⼈数を記載させる様式
にしてほしい

調査時期に所得照会はする
が、当初賦課時の判断に申告
内容を使用したいため。

要検討 ○ №29非課税理由を均等割非課税とした場
合の記載項目として、「所得金額」と
「扶養⼈数」の追加要否を確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
「所得金額」と「扶養⼈数」を記載する要件を限定する必要はない（常に記載でよい）と考えます。
【D市回答】
不要
【E市回答】
所得照会するので、申告書には記載は不要
【F市回答】
要
【H市回答】
本市では、左記の記載項目を追加してもよいと考えます。
【I市回答】
扶養だけでなく寡婦や障害者などの⼈的控除も対象となると思われる。
【J市回答】
当市の家屋敷課税用の住⺠税申告書では、所得の確認に関する事項は記載するところがない。（所得は所得照会で判断するため）
所得を申告させるのであれば、均等割非課税の根拠を確認するため、所得金額と扶養⼈数の申告は必要であると感じる。
【K市回答】
問題ありません。

反映する 実装してもしなくても良い項目として、「所得金額」、「扶養⼈
数」、「寡婦」、「障害者」を追加します。

4473 個⼈住⺠税 122
登録済み資料の取消・
訂正データに関する

チェックリスト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
現行は、合算処理時に確認リストとして出力されている。登録済み資料の取消・訂正データに関するチェック、課税資料間の収入額の整合性チェック等それぞれのリストに出力されると
何度も同じ対象者に対して確認を行わなくてはいけないので、まとめて確認リストとして出力できるならＥＵＣでも可。
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。
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4474 個⼈住⺠税 123

徴収区分に関する
チェックリスト（租税
条約給与収入の確認リ

スト）

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4475 個⼈住⺠税 124

課税資料間の収入額の
整合性チェックリスト
（年金収入とその他雑

所得の比較）

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4476 個⼈住⺠税 125

課税資料間の収入額の
整合性チェックリスト
（年金収入とその他雑

所得の比較）

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4477 個⼈住⺠税 126
同額の給与支払報告書
及び年金支払報告書の

提出者リスト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4478 個⼈住⺠税 127
特別徴収給報の重複確

認リスト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4479 個⼈住⺠税 128

同一⼈物に対して同額
の年金支払がある年金
支払報告書の確認リス

ト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。
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4480 個⼈住⺠税 129

同一事業所提出資料の
給与収入額と前職分給
与収入額の同額対象者

リスト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4481 個⼈住⺠税 130
その他資料箋提出者の
資料登録状況確認リス

ト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

2301 個⼈住⺠税 131
同一⼈物確認リスト

（同一カナ氏名・生年
月日）

資料登録、資料合算、税額計
算、更正処理等にかかる
チェック処理の実施結果とし
て出力する。

資料登録前、資料登録、資料
合算、税額計算、更正処理等
にかかるチェック処理の実施
結果として出力する。

課税誤りを防ぐため、資料登
録前に、宛名の精査を行う。

要検討 ○ 「資料登録前」を明記すべきか（現行運
用で実施されているか）を確認します。
また、チェック条件のタイミングごとの
指定が必要かも合わせて確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
現行運用で実施しておりません。
不要と考えます。
【D市回答】
不要
【E市回答】
資料登録前には確認していない。合算処理後、税額計算前にＥＵＣで実行している。
【F市回答】

【H市回答】
左記について、本市の現行運用では実施していません。
【I市回答】
特に明記する必要はない。
【J市回答】
当市では資料登録前に同一⼈物が登録されているかの精査を行っていない。現行システムではそういったリストを簡単に出力することができない（と思われる）ためであるが、繁忙期前
に把握できるのであれば、事前に整理したいと考える。
【K市回答】
本市では新年度台帳作成時、資料登録時にのみチェックを行っています。
任意のタイミングでチェックできればよいと考えます。

反映する 帳票概要の表現を修正します。

＜修正案＞
資料登録、資料合算、税額計算、更正処理等の任意のタイミングで
実施する、同一⼈物のチェック処理の結果を出力する。

5031 個⼈住⺠税 131
同一⼈物確認リスト

（同一カナ氏名・生年
月日）

同一カナ名・生年月日の対象
者についても抽出する（別リ
スト可）。

婚姻等により氏が変更になっ
た場合にも対応できるように
し、支援措置対象者等への通
知の誤送付を防止する。

要検討 ○ 「前年中氏が変更になったもの」等の一
定の条件を追加したうえで、同一カナ
名・生年月日の対象者の抽出が必要かを
確認します。
必要な場合は、追加する条件も合わせて
確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
現行運用で実施しておりません。
不要と考えます。
【D市回答】
支援措置対象者には必要
【E市回答】
同一カナ名・生年月日は抽出していない。
【F市回答】
不要
【H市回答】
左記について、本市の現行運用では実施していません。
【I市回答】
抽出は必要と考える。
【J市回答】
当市の⼈口規模であれば、条件はなくとも抽出ができれば問題ないと考える。オプション機能でよいのではないか。
【K市回答】
本市では、現在、記載されているような条件での抽出・チェックは行っていません。

反映しない ご意見踏まえ、反映不要と整理します。

2302 個⼈住⺠税 132
同一⼈物確認リスト

（同姓同名生年月日）

資料登録、資料合算、税額計
算、更正処理等にかかる
チェック処理の実施結果とし
て出力する。

資料登録前、資料登録、資料
合算、税額計算、更正処理等
にかかるチェック処理の実施
結果として出力する。

課税誤りを防ぐため、資料登
録前に、宛名の精査を行う。

要検討 ○ 「資料登録前」を明記すべきか（現行運
用で実施されているか）を確認します。
また、チェック条件のタイミングごとの
指定が必要かも合わせて確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
現行運用で実施しておりません。
不要と考えます。
【D市回答】
不要
【E市回答】
資料登録前には確認していない。合算処理後、税額計算前にＥＵＣで実行している。
【F市回答】

【H市回答】
左記について、本市の現行運用では実施していません。
【I市回答】
明記されていればわかりやすいと思われる。
【J市回答】
当市では資料登録前に同一⼈物が登録されているかの精査を行っていない。現行システムではそういったリストを簡単に出力することができない（と思われる）ためであるが、繁忙期前
に把握できるのであれば、事前に整理したいと考える。
【K市回答】
漢字氏名でもチェックすることを想定されていると思います。
本市では漢字氏名でのチェックは行っていません。

反映しない ご意見踏まえ、反映不要と整理します。

4482 個⼈住⺠税 138

前年度からの年金特別
徴収対象者で新年度年
金資料なし対象者リス

ト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。
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4483 個⼈住⺠税 139
合算未反映所得の確認

リスト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4484 個⼈住⺠税 140
合算未反映控除の確認

リスト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4485 個⼈住⺠税 141
合算未反映損失の確認

リスト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
＃4473と同じ
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4486 個⼈住⺠税 142

退職分離あり医療費控
除対象者確認リスト

（総所得金額200万円
未満）

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

4487 個⼈住⺠税 143
所得税と異なる課税方
式による住⺠税の申告

確認リスト

同上 要検討 ○ ＃4472と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
#4472が「仕様への反映：しない」とされています。
【D市回答】

【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
＃4472に「確認項目」の記載がありません。
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
回答対象外
【K市回答】

反映しない 「#4472」は「反映しない」こととしましたため、反映しないもの
とします。

2655 個⼈住⺠税

17
44
45
65
71
99

117

申告特例不適用おしら
せ文書他

宛名番号 通知番号 「11住⺠税申告書」でも記載
した通り宛名番号は外部には
表示できない。
問い合わせ用の個⼈特定番号
は通知番号（またはそれに類
するもの）を表示していただ
きたい。
また、当該番号について共通
仕様に記載していただきた
い。

要検討 ○ 宛名番号を印字するのか、ご意見のよう
な通知番号（整理番号等）を印字するの
か団体側で選択できるような機能とする
ことで対応可能か（個別の項目として追
加する必要性はない理解でよいか）を確
認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
左記内容で対応可能（個別の項目として追加する必要性はない）と考えます。
【D市回答】
可能
【E市回答】
44̲特別徴収決定通知書（納税義務者用）45̲特別徴収変更通知書（納税義務者用）以外の帳票は現行システムは、宛名番号を印字している。宛名番号か通知番号かどちらを印字するか団
体側で選択できるなら問題ない。特徴通知は特徴宛名番号で個⼈特定するため、宛名番号は印字していない。
【F市回答】
可能（外部へ送付する帳票について、全体的に左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、宛名番号を印字するのか、ご意見のような通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能であると考えます。
【I市回答】
左記機能で対応可能であるが、宛名番号・整理番号を選択できることとしたい。
【J市回答】
当市では、当該帳票には宛名番号を印字している。
確認事項記載のとおり、各団体の意向に応じて、宛名番号を印字するか、通知番号を印字するかを選択できるような機能とするのが適切であると考える。
【K市回答】
＃2653と同様です。

反映する 通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できる項目を
追加します。
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地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

4928 個⼈住⺠税 49、50
納税通知書、更正決定
（税額変更）通知書

普通徴収の期別納付額と納期
限について、期別は「全期で
あれば、第１期の期別と能期
限のみ印字されて、金額は印
字されない。」となってい
る。

「全期と期別は分けて記載。
全期は第一期の納期限と年税
額を印字。期別は各期の納付
額と納期限を印字する。」と
すべきである。

あらかじめ全期で納める予定
の者ならかまわないが、⼈に
よっては全期と期別どちらで
納めるかは適宜判断している
可能性があるため。

要検討 ○ #6086と合わせて確認します。 【地方税共同機構】

【A市回答】
通知書：任意で良いと考えます。
納付書：印字するべきと考えます。
【D市回答】
同意します。
【E市回答】
#6086と同じ
【F市回答】

【H市回答】
本市では、全期適用時にも印字すべきであると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
当市では、年間納税額が均等割額以下の方しか全期納付の適用をしていないため、当初案で問題ないと考えていたが、他団体での運用で、全期用と期別用の２種類の納付書を送るような
ケースがあるのだとすれば、そういった運用にも対応できるようにする必要があるのかもしれない。
ただ、運用の話になってしまうが、あらかじめ全期納入を申し出た⼈のみ全期表示の税額通知を送付するというような運用であれば、全期と期別の両方を印字する必要はないのではない
か。
【K市回答】
＃6086と同様です。

反映する 全期適用時に印字するよう、当該項目の備考欄の記載を修正しま
す。

2656 個⼈住⺠税

67
69
70
72
73

150

課税に係わる住所等に
ついて（照会・回答）

他

通知番号 問い合わせ用の個⼈特定のた
めに通知番号（またはそれに
類するもの）を表示していた
だきたい。
また、当該番号について共通
仕様に記載していただきた
い。

要検討 ○ 宛名番号を印字するのか、ご意見のよう
な通知番号（整理番号等）を印字するの
か団体側で選択できるような機能とする
ことで対応可能か（個別の項目として追
加する必要性はない理解でよいか）を確
認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
左記内容で対応可能（個別の項目として追加する必要性はない）と考えます。
【D市回答】
可能
【E市回答】
67̲課税に係わる住所等について（照会・回答）、69̲扶養調査に関する照会文書は「照会回答欄通番」、70̲扶養親族の状況について（照会）【事業所】は「宛名番号」、150̲（事業所
宛）納税義務者住所照会書は「照会番号」があるので、宛名番号を印字するのか、通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能。
72̲扶養調査に関する回答文書は「受給者番号」・「特別徴収個⼈番号」があるの宛名番号等がなくても個⼈特定は可能。
73̲所得照会書（家屋敷課税者）は個⼈特定する番号がないので追加したい。
【F市回答】
可能（外部へ送付する帳票について、全体的に左記の通り揃えるべきと思います。）
【H市回答】
本市では、宛名番号を印字するのか、ご意見のような通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できるような機能とすることで対応可能であると考えます。
【I市回答】
左記機能で対応可能であるが、宛名番号・整理番号を選択できることとしたい。
【J市回答】
当市では、当該通知には通知書番号を印字している。確認事項記載のとおり、各団体の意向に応じて、宛名番号を印字するか、通知番号を印字するかを選択できるような機能とするのが
適切であると考える。
【K市回答】
＃2653と同様です。

反映する 通知番号（整理番号等）を印字するのか団体側で選択できる項目を
追加します。

4495 個⼈住⺠税 新規 給与収入不一致リスト

- 確定申告・住⺠税申告記載の
給与収入と，給報合算結果の
給与収入不一致となる時に出
力するリスト

確定申告・住⺠税申告がある
時に，主となる課税資料記載
の給与収入と，給報合算結果
の給与収入不一致となる時に
出力する。
帳票出力目的としては，確申
もしくは市申で申告している
給与収入とすべての給報を合
算した給与収入に違いがある
ものを抽出することで，本⼈
か事業所の申告が漏れている
もしくは誤った申年金収入が
ないか確認を行う必要がある
ため。
※帳票№121-130､138-148と
同様に，資料合算処理の後に
確認を行うリストである。そ
のため，同様の理由で「資料
合算エラーチェックリスト」
（仮）にまとめて帳票内容を
出力する必要がある。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
現行は、合算処理時に確認リストとして出力されている。給与収入不一致リスト、年金収入不一致リスト、社会保険料控除不一致リスト、小規模企業共済控除不一致リスト、生命保険料
控除不一致リスト、損害・地震保険料控除不一致リスト、控除計不一致（還付申告・省略申告）リストで、それぞれのリストに出力されると何度も同じ対象者に対して確認を行わなくて
はいけないので、まとめて確認リストとして出力できるならＥＵＣでも可。
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
システム内のエラーが出れば不要。なければ帳票が望ましい。以下エラーリスト系全てに言えるが、ＥＵＣでの対応は不可能ではないが、多岐にわたるエラー全てを職員によるＥＵＣ抽
出で対応することは、処理漏れや負担増の観点から避けるべきである。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する 合算処理に紐づく確認用のリストとして、帳票追加します。
なお、以下の帳票として、ご意見のあった対象を出力するものと
し、どの条件に該当したかの判別が可能な情報を含めて出力するこ
とを与件として整理します。

＜統合するご意見＞
給与収入不一致リスト、年金収入不一致リスト、社会保険料控除不
一致リスト、小規模企業共済控除不一致リスト、生命保険料控除不
一致リスト、損害・地震保険料控除不一致リスト、控除計不一致
（還付申告・省略申告）リスト

4496 個⼈住⺠税 新規 年金収入不一致リスト

確定申告・住⺠税申告記載の
年金収入と，年報合算結果の
年金収入不一致となる時に出
力するリスト

確定申告・住⺠税申告がある
時に，主となる課税資料記載
の年金収入と，年報合算結果
の年金収入不一致となる時に
出力する。
帳票出力目的としては，確申
もしくは市申で申告している
年金収入とすべての年報を合
算した年金収入に違いがある
ものを抽出することで，本⼈
か事業所の申告が漏れている
もしくは誤った年金収入がな
いか確認を行う必要があるた
め。
※帳票№121-130､138-148と
同様に，資料合算処理の後に
確認を行うリストである。そ
のため，同様の理由で「資料
合算エラーチェックリスト」
（仮）にまとめて帳票内容を
出力する必要がある。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
#4495と同じ
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
システムエラーが出るなら不要。出なければ帳票要。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する #4495と合わせて整理します。

4497 個⼈住⺠税 新規
社会保険料控除不一致

リスト

確定申告・住⺠税申告記載の
社会保険料控除と，給報合算
結果の社会保険料控除が不一
致となる時に出力するリスト

確定申告・住⺠税申告がある
時に，主となる課税資料記載
の社会保険料控除と，給報合
算結果の社会保険料控除が不
一致となる時に出力する。
帳票出力目的としては，確申
もしくは市申で申告している
社会保険料控除とすべての給
報を合算した社会保険料控除
に違いがあるものを抽出する
ことで，本⼈か事業所の申告
が漏れているもしくは誤った
社会保険料控除がないか確認
を行う必要があるため。
※帳票№121-130､138-148と
同様に，資料合算処理の後に
確認を行うリストである。そ
のため，同様の理由で「資料
合算エラーチェックリスト」
（仮）にまとめて帳票内容を
出力する必要がある。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
#4495と同じ
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
確申(市申)数が給報を超える場合は不要。給報数が確申(市申)数を超える場合にはシステム内エラーが出るなら不要。出なければ必要と思われる。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する #4495と合わせて整理します。
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地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

4498 個⼈住⺠税 新規
小規模企業共済控除不

一致リスト

確定申告・住⺠税申告記載の
小規模企業共済控除と，給報
合算結果の小規模企業共済控
除が不一致となる時に出力す
るリスト

確定申告・住⺠税申告がある
時に，主となる課税資料記載
の小規模企業共済控除と，給
報合算結果の小規模企業共済
控除が不一致となる時に出力
する。
帳票出力目的としては，確申
もしくは市申で申告している
小規模企業共済控除とすべて
の給報を合算した小規模企業
共済控除に違いがあるものを
抽出することで，本⼈か事業
所の申告が漏れているもしく
は誤った小規模企業共済控除
がないか確認を行う必要があ
るため。
※帳票№121-130､138-148と
同様に，資料合算処理の後に
確認を行うリストである。そ
のため，同様の理由で「資料
合算エラーチェックリスト」
（仮）にまとめて帳票内容を
出力する必要がある。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
#4495と同じ
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する #4495と合わせて整理します。

4499 個⼈住⺠税 新規
生命保険料控除不一致

リスト

確定申告・住⺠税申告記載の
生命保険料控除と，給報合算
結果の生命保険料控除が不一
致となる時に出力するリスト

確定申告・住⺠税申告がある
時に，主となる課税資料記載
の生命保険料控除と，給報合
算結果の生命保険料控除が不
一致となる時に出力する。
帳票出力目的としては，確申
もしくは市申で申告している
生命保険料控除とすべての給
報を合算した生命保険料控除
に違いがあるものを抽出する
ことで，本⼈か事業所の申告
が漏れているもしくは誤った
生命保険料控除がないか確認
を行う必要があるため。
※帳票№121-130､138-148と
同様に，資料合算処理の後に
確認を行うリストである。そ
のため，同様の理由で「資料
合算エラーチェックリスト」
（仮）にまとめて帳票内容を
出力する必要がある。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
#4495と同じ
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
給報数が確申(市申)数を超える場合のみ出力が必要と思われる。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する #4495と合わせて整理します。

4500 個⼈住⺠税 新規
損害・地震保険料控除

不一致リスト

確定申告・住⺠税申告記載の
損害・地震保険料控除と，給
報合算結果の損害・地震保険
料控除が不一致となる時に出
力するリスト

確定申告・住⺠税申告がある
時に，主となる課税資料記載
の損害・地震保険料控除と，
給報合算結果の損害・地震保
険料控除が不一致となる時に
出力する。
帳票出力目的としては，確申
もしくは市申で申告している
損害・地震保険料控除とすべ
ての給報を合算した損害・地
震保険料控除に違いがあるも
のを抽出することで，本⼈か
事業所の申告が漏れているも
しくは誤った損害・地震保険
料控除がないか確認を行う必
要があるため。
※帳票№121-130､138-148と
同様に，資料合算処理の後に
確認を行うリストである。そ
のため，同様の理由で「資料
合算エラーチェックリスト」
（仮）にまとめて帳票内容を
出力する必要がある。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
#4495と同じ
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
給報数が確申(市申)数を超える場合のみ出力が必要と思われる。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する #4495と合わせて整理します。

4501 個⼈住⺠税 新規
控除計不一致（還付申
告・省略申告）リスト

確定申告書が還付申告もしく
は省略申告である場合に，申
告書の所得控除合計（雑損控
除，医療費控除，寄付金控除
を除く）と給報の所得控除合
計がことなる対象者を出力す
るリスト

確定申告書が還付申告もしく
は省略申告である場合に，申
告書の所得控除合計（雑損控
除，医療費控除，寄付金控除
を除く）と給報の所得控除合
計がことなる対象者を出力す
る。
帳票出力目的としては，還付
省略申告と給報の所得控除合
計の内容に差異がある場合
に，差異の内容について確認
を行う必要があるため。
※帳票№121-130､138-148と
同様に，資料合算処理の後に
確認を行うリストである。そ
のため，同様の理由で「資料
合算エラーチェックリスト」
（仮）にまとめて帳票内容を
出力する必要がある。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
#4495と同じ
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
システムエラーが出るなら不要。出なければ帳票要。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する #4495と合わせて整理します。

4507 個⼈住⺠税 新規 個⼈番号未付番リスト

副本登録を行う際に，個⼈番
号が未付番の対象者について
出力を行う。

番号法第１９条により情報提
供ネットワークを通じた情報
提供ができるが，副本登録を
する際に，住⺠登録外課税
者，家屋敷課税者など，個⼈
番号の登録が必要となる場合
があり，未付番の対象者を抽
出し基幹システムへ登録する
ことで中間サーバーへ格納す
ることができる。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映しない EUC機能の利用を前提に、反映しない整理とします。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

4508 個⼈住⺠税 新規
指定番号事前確認リス

ト

給報もしくは年報取込時に，
報告書に記載されている指定
番号と基幹システムの指定番
号で突合できない事業所につ
いて出力を行う

給報もしくは年報取込時に，
報告書に記載されている指定
番号と基幹システムの指定番
号で突合できない事業所につ
いて出力を行う。出力の目的
としては、事業所と報告書の
適正な紐づけを確認するた
め。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
課税資料データ投入時に、報告書に記載されている指定番号と基幹システムの指定番号で突合できない事業所のリストが出力される。事業所が突合できない場合、課税資料の登録が行わ
れないため、エラーリストとして出力したい。
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する 資料登録処理に紐づくリスト（EUC不可）として、帳票追加しま
す。

4509 個⼈住⺠税 新規
徴収区分チェックリス

ト１

- 新年度の徴収区分が特別徴収
もしくは併用徴収の対象者の
うち，現年度で変更月が５月
で退職または一括徴収の処理
がされているものについて確
認を行うリスト

地方税法321条の3項1号によ
り、給与所得者について給与
特徴対象については確認を行
い適正に処理を行う必要があ
る。その中で、現年度で5月分
まで特別徴収後，新年度から
退職等で普通徴収となる者に
ついて，２か年処理の対象と
ならないため，抽出し新年度
を普通徴収に切り替える処理
をする必要がある。よって，
新年度の徴収区分が特別徴収
もしくは併合徴収の対象者の
うち，現年度で変更月が５月
で退職または一括徴収の処理
がされているものについて確
認を行うリストが必要であ
る。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。

4510 個⼈住⺠税 新規
徴収区分チェックリス

ト2

- 新年度の徴収区分が普通徴収
となっている対象者のうち，
現年度で普通徴収から特別徴
収への切替処理がされている
ものについて確認を行うリス
ト

地方税法321条の3項1号によ
り、給与所得者について給与
特徴対象については確認を行
い適正に処理を行う必要があ
る。その中で、年明け後に就
職し特別徴収へ切替処理をし
た者について，対象事業所か
らの給与支払報告書の提出が
ないため新年度についても特
別徴収とする必要がある。
よって，新年度の徴収区分が
普通徴収となっている対象者
のうち，現年度で普通徴収か
ら特別徴収への切替処理がさ
れているものについて確認を
行うリストが必要である。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。

4511 個⼈住⺠税 新規
徴収区分チェックリス

ト3

- 現年度で退職または一括徴収
の処理により普通徴収となっ
ており，新年度も２か年処理
で普通徴収となったもののう
ち，対象事業所からの給与支
払報告書データに退職日・乙
欄区分・取消区分等がないも
のについて確認を行うリスト

地方税法321条の3項1号によ
り、給与所得者について給与
特徴対象については確認を行
い適正に処理を行う必要があ
る。その中で、現年度で特別
徴収から普通徴収へ切替えた
あと，再雇用等で新年度から
再度特別徴収となる者につい
て，特別徴収の給与支払報告
書が提出されても２か年処理
により新年度が普通徴収と
なってしまう恐れがある。
よって，現年度で退職または
一括徴収の処理により普通徴
収となっており，新年度も２
か年処理で普通徴収となった
もののうち，対象事業所から
の給与支払報告書データに退
職日・乙欄区分・取消区分等
がないものについて確認を行
うリストが必要である。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。

4512 個⼈住⺠税 新規
徴収区分チェックリス

ト4

- 新年度の徴収区分が普通徴収
となっている対象者のうち，
現年度が転勤処理により特別
徴収となっているものについ
て確認を行うリスト

地方税法321条の3項1号によ
り、給与所得者について給与
特徴対象については確認を行
い適正に処理を行う必要があ
る。その中で、現年度に転勤
の処理を行ったが，新年度に
転勤前と後の事業所からの給
与支払報告書の提出がない場
合，新年度が普通徴収となっ
てしまうことが考えられる。
よって，新年度の徴収区分が
普通徴収となっている対象者
のうち，現年度が転勤処理に
より特別徴収となっているも
のについて確認を行うリスト
が必要である。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。

4513 個⼈住⺠税 新規
徴収区分チェックリス

ト5

- 名寄せにより現年度と新年度
で別番号に賦課データができ
ているもののうち，現年度で
徴収区分の変更に係る処理を
行った履歴のあるものについ
て確認を行うリスト

地方税法321条の3項1号によ
り、給与所得者について給与
特徴対象については確認を行
い適正に処理を行う必要があ
る。その中で、現年のうちに
転出・転入等で宛名番号が変
更となったものについては，
新年度が本⼈の想定しない徴
収方法となる可能性がある。
よって，名寄せにより現年度
と新年度で別番号に賦課デー
タができているもののうち，
現年度で徴収区分の変更に係
る処理を行った履歴のあるも
のについて確認を行うリスト
が必要である。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要。現行このような条件で確認は行っていない。
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

4514 個⼈住⺠税 新規
徴収区分チェックリス

ト6

新年度で２か年処理の対象と
なったもののうち，現年度に
課税取消処理の履歴があるも
のについて確認を行うリスト

地方税法321条の3項1号によ
り、給与所得者について給与
特徴対象については確認を行
い適正に処理を行う必要があ
る。その中で、現年度に二重
課税等により課税取消を行っ
たものについて，当該事業所
から特別徴収の給与支払報告
書が提出されても，２か年処
理により新年度の徴収区分が
普通徴収となる可能性があ
る。よって，新年度で２か年
処理の対象となったもののう
ち，現年度に課税取消処理の
履歴があるものについて確認
を行うリストが必要である。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。

4515 個⼈住⺠税 新規
徴収区分チェックリス

ト7

現年度に退職以外で普通徴収
に切り替えたもののうち，新
年度の徴収区分が２か年処理
により普通徴収となってお
り，当該事業所の給与支払報
告書データに退職・乙欄・普
通徴収区分がないものについ
て確認を行うリスト

地方税法321条の3項1号によ
り、給与所得者について給与
特徴対象については確認を行
い適正に処理を行う必要があ
る。その中で、現年度に休職
等で一時的に普通徴収に切り
替えたものについて，年明け
に特別徴収の給与支払報告書
を提出した場合でも，２か年
処理により新年度が普通徴収
となってしまう。よって，現
年度に退職以外で普通徴収に
切り替えたもののうち，新年
度の徴収区分が２か年処理に
より普通徴収となっており，
当該事業所の給与支払報告書
データに退職・乙欄・普通徴
収区分がないものについて確
認を行うリストが必要であ
る。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。

6064 個⼈住⺠税 内部 併徴確認リスト

併徴ありで確定申告書と市申
告書の両方を申告している対
象を出力するリスト。

148の項目に含まれているかも
しれないが、確定申告書と市
申告書の両方を申告してお
り、一方は併徴希望、一方は
希望なしの場合、どちらの徴
収希望を生かすかを確認す
る。併徴希望の見逃しを防
ぐ。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
確認するかは市の判断によるものと思われるが、ＥＵＣで可。システム上ワーニングで出るなら出力は不要である。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。

5432 個⼈住⺠税 ー
還付・省略申告1枚の

確認リスト

ー 合算の結果、所得控除の内訳
を記載省略している申告書
（当市では還付申告、省略申
告として取扱いをしてい
る。）1枚しか存在しなかった
場合の確認用リストを、実装
すべき帳票として内部出力す
る。

確定申告は、年末調整した所
得控除計と同額の部分は省略
できることとなっており、合
算時に給与支払報告書を元に
所得控除計を反映している。
万が一、給与支払報告書が提
出されていない場合、所得控
除計とその内訳を反映できな
いため、正しい税額決定が行
われない。その場合、給与支
払報告書の提出状況を確認し
たり、本⼈へ源泉徴収票の提
示依頼をするため、必要なリ
ストである。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで可。現行は、合算処理時に合算エラーリストとして出力されている。
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
ＥＵＣ出力でも不可能ではないが、帳票が望ましいと思われる。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。

2201 個⼈住⺠税
徴収先アンマッチリス

ト（関連宛名分）

（追加） 関連元と関連先で徴収区分に
変更があった者のリスト

新年度徴収区分の自動就職・
退職処理が関連先には働かな
い場合、必要と思われる。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。

2202 個⼈住⺠税
年金対象者特定警告リ
スト（前年対象者比

較）

（追加） 年金徴収継続者で前年度と年
金保険者・年金種類が異なる
者のリスト

年金資料の付設誤り等の
チェックに必要と思われる。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】

【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する EUCでも可とする帳票として、追加します。



資料2̲個⼈住⺠税WT̲全国意⾒照会への対応⽅針（帳票要件） ※3/25更新箇所は赤字にしています。

地⽅税法（法律・政令・省
令）への準拠

住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 自治体⽅針の実現 その他 仕様への反映
事前確認
対象

必要性 修正⽅針 確認項目 構成員回答（集約） 仕様への反映 WT対象
事務局⾒解

事前確認前整理 WT事前確認 WT前整理仕様への反映⽅針
No. 帳票番号 修正前帳票名称税目 修正後

修正の根拠

3819 個⼈住⺠税

年金特徴対象納税義務者未引
継ぎ一覧（前年度からの年金
特徴仮徴収継続者で新年度の
賦課がない者。）

一括賦課立ち上げの対象から
漏れた者の確認を行うため。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
帳票が望ましい。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映しない EUC機能の利用を前提に、反映しない整理とします。

3820 個⼈住⺠税

年金特徴対象者突合結果一覧
（00通知と基幹システムで保
有する宛名情報を突合した際
に、該当宛名を特定できな
かった者を抽出。）

カナ氏名生年月日等で紐づけ
ができない対象者がいるた
め。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
00通知登録時に個⼈特定できなかった対象者のリストだと思われるためEUCではなく、処理結果のエラーリストとして出力したい。
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
帳票が望ましい。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映する 資料登録処理に紐づくリスト（EUC不可）として、帳票追加しま
す。

3821 個⼈住⺠税

課税資料一覧（当初、月例期
間かかわらず指定された条件
に該当する課税資料の一覧表
を作成する。・異動年月日・
徴収区分・課税資料の種類・
エラーの有無等の条件で抽出
が行えること）

当初課税時の各種エラー
チェック、未申告調査等の対
象者の抽出に用いるため。

要検討 ○ EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
かを確認します。

【地方税共同機構】

【A市回答】
帳票の定義は不要と考えます。
【D市回答】
EUCで問題なし
【E市回答】
EUCで出力できれば、帳票の定義は不要
【F市回答】
不要
【H市回答】
本市では、EUCで出力できれば、帳票の定義は不要であると考えます。
【I市回答】
不要と思われる。
【J市回答】
EUCで出力できれば問題ないと考える。
【K市回答】
問題ありません。

反映しない EUC機能の利用を前提に、反映しない整理とします。


